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連携

委託

1.計画の承認申請

３.計画の承認・割当内示

７.（事業実施）

10.実績報告

14.補助金交付

６.交付決定通知

12.額の確定

13.補助金請求

書類・証憑の５年保管
会計実地検査への対応

適宜指導

適宜指導

（経由）

（確認）

異業種等と連携した商品開発支援事業手続きフロー

適宜指導

アドバイス※¹

派遣要請※¹

（経由）

８.遂行状況報告

（経由）

12月１日現在を
12月15日までに
報告

（確認）

（確認）

（確認）

※¹
専門家の派遣要請及びア

ドバイスを受ける行為は事
前着手と見なさないものと
し、当該補助事業の要望段
階から専門家のアドバイス
を受けることも可とする。

専
門
家
等

異
業
種
等

２.計画の承認申請（送付）

５.交付申請（送付）４.交付申請

９.遂行状況報告（送付）

11.実績報告（送付）

業務方法書の制定通知県

業務方法書の制定通知

適宜指導

（確認）

（変更等承認申請（送付）※²）（変更等承認申請※²）

（計画の変更の承認・変更交付決定通知※²）

（経由）

県
16．補助金交付通知
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15．補助金交付通知

写しの送付

県
写しの送付

県

県
写しの送付
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